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エグゼクティブ・サマリー
2017年12月5日に韓国の国会本会議で可決された2018年の税制改正法（以下、
「2018年税制改正」）が2017年12月19日に成立しました1。2018年税制改正に
は、経済協力開発機構（OECD）の税源浸食と利益移転（BEPS）行動2： ハイブリッド・ 
ミスマッチに係る取決めにおける効果の無効化（Neutralising the effects of 
Hybrid Mismatch Arrangements）、行動4： 利子損金算入や他の金融取引
の支払いを通じた税源浸食の制限（Limiting Base Erosion Involving Interest 
Deductions and Other Financial Payments）などに沿った規定も含まれてい
ます。2018年税制改正は、別段の定めがない限り、概して、2018年1月1日以降
に開始する事業年度より効力が生じる予定です。2018年税制改正に関するより 
具体的な指針を示す施行令は、2018年2月に制定される見込みです。本アラート
では、2018年税制改正に盛り込まれた新法及び改正法の重要なポイントを解説し
ます。

詳細な解説
新法人税率区分の追加新設
2018年税制改正では、課税標準が3000億ウォン（2億7000万米ドル）を超過す
る法人税率区分が新設され、25%の法人税率が適用されます。

課税標準 現行の法人税率* 改正法人税率
200億ウォン（1770万米ドル）超から3000億ウォンまで 22% 22%
3000億ウォン超 22% 25%

*さらに、現行及び改正法人税額に対して10%の地方法人所得税が課されます。
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内国法人に対する繰越欠損金（NOL）の 
利用制限の拡大
2016年1月1日以降に開始する事業年度から、中小企業では
ない一般企業に対する繰越欠損金の利用限度額が当該事業
年度の課税所得金額の80%までに引き下げられています2。 
2018年税制改正では、上記内国法人に対する繰越欠損金の
利用限度額が、2018年1月1日以降に開始する事業年度分か
らは当該事業年度の課税所得の70%、2019年1月1日以降に
開始する事業年度分からは当該事業年度の課税所得の60%ま
で引き下げられることになっています。

法人留保金課税（AET）制度の見直し
2015年1月1日以降に開始する事業年度から特定の企業に適
用されていた法人留保金課税制度である企業所得還流税制
は、2017年12月31日付で適用期限が終了することになって
います3。2018年税制改正の下では、法人留保金課税制度で
ある投資・共生協力促進制度が新設され、2018年1月1日以降
に開始する事業年度から特定の企業に対して適用され、その適
用期限は2020年12月31日に終了する予定となっています。
従来の企業所得還流税制と比べて、改正の法人留保金課税制
度である投資・共生協力促進制度における主要変更点は、（i） 
（地方法人所得税を含む）留保金課税の税率が11%から22%
へ引き上げられること、及び、（ii）土地に対する投資額及び配当
額が留保金額の差引項目から除外されることです。同新設規定
によると、企業が下記の課税方式ＡとＢのうち1つを選択します
が、選択した方式に伴う未還流所得が発生した場合は、その未
還流所得に対して課税することになります。当該変更点は、下
表に要約されています。

従来の法人 
留保金課税制度

新法人 
留保金課税制度

課税方式
A

[当該年度の調整課税所得 × 
80% － （投資 ＋ 賃金増加 ＋  

配当金等）] × 11%

[当該年度の調整課税所得** × 
（60%～80%）*** －  

（投資**** ＋ 賃金増加等）] 
× 22%

課税方式
B

[当該年度の調整課税所得 × 
30% － （賃金増加 ＋  
配当金等）] × 11%

[当該年度の調整課税所得 × 
（10%～20%） －  

（賃金増加等）] × 22%

** 最高課税額は施行令で規定される
*** 施行令で規定される
**** 土地に対する投資額を除く

企業合併及び企業分割の際の非課税条件を 
満たすための雇用の継続性要件の新設
現行法の下では、企業合併や企業分割は、事業目的、持分の継
続性，事業の継続性など一定の要件が満足されていれば、非課
税扱いとなっています。2018年税制改正では、企業合併や企
業分割の際の非課税扱い条件に雇用の継続性要件が追加され
ています。新制度の下では、被合併会社や分割事業4の従業員
の80%以上は、企業合併や企業分割が登録される事業年度が
終了するまで、存続会社や分割承継会社によって継続雇用され
なければなりません。しかし、企業合併や企業分割が登録され
る事業年度の終了後2年以内に特定の出来事が発生した場合
には、非課税扱いとなった企業合併や企業分割が課税対象にな
る場合があります。引き金となる特定の出来事には、持分の不
継続、事業の不継続などが含まれます。2018年税制改正では、
引き金となる特定の出来事に新たに雇用の不継続が追加され
ています。企業合併の際の非課税扱いを維持するためには、存
続会社の総従業員数が存続会社と消滅会社両方の従業員数の
合計の80%以上から構成されていなければなりません5。同様
に、企業分割の際の非課税扱いを維持するためには、分割承継
会社の分割事業に係る従業員数が企業分割前の分割事業の総
従業員数の80%以上から構成されていなければなりません6。

非居住者･外国法人の韓国証券取引所上場株式の
譲渡所得に関する課税免除要件の縮小
現行法では、次の条件が満たされれば、韓国証券取引所上場株
式の譲渡によって韓国に恒久的施設を有しない非居住者･外
国法人が得る株式譲渡所得については課税が免除されていま
す。課税免除条件とは、（i）株式譲渡年及びその前の5年間の
間、当該韓国上場企業の発行済み株式総数に対する外国法人
及びその関連当事者の持分比率が25%未満であること、及び、
（ii）証券取引所で株式譲渡が行われていることです。2018年 
税制改正の下では、株式譲渡所得の課税免除要件となる最大
持分比率の閾値が25%未満から5%未満へ引き下げられてい
ます。当該改正法は2018年1月1日以後に譲渡する分から適
用されます。ただし、2018年1月1日より前に保有分について
は、2018年12月31日まで従来の規定を適用することになり 
ます7。
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移転価格文書要件の不履行に対する 
過料の引き上げ
現行税法の下では、納税者が国際取引情報統合報告書（CRIT:  
Combined Report of International Transactions）8の提出
を怠った場合、あるいは虚位の情報を提出したことが判明した
場合には、当該納税者には報告書別に1000万ウォン（9000米
ドル）の過料が科せられます。2018年税制改正では、当該過料
が報告書別に3000万ウォン（2万7000米ドル）に引き上げられ
ることになります。当該改正法は、同改正法の制定日から、移転
価格文書要件の不履行に対して適用されます9。

ハイブリッド金融商品に対する費用控除の 
制限の新設10

BEPS行動2で勧告されているハイブリッド・ミスマッチルール
の導入に対応する取り組みとして、2018年税制改正ではハイ
ブリッド・ミスマッチ取決めに関連して一部費用の損金算入の制
限が導入されています。当該規則案は、（外国法人の韓国支店
も含む）内国法人とその外国関連当事者との間のクロスボー 
ダーのハイブリッド金融商品取引に適用されます。ハイブリッド
金融商品に関連する支払金額の全部又は一部が、支払人が損
金算入して申告する事業年度の終了後12カ月以内に開始する

受取人（取引相手）の事業年度の終了までに受取人が所在する
税管轄区域で課税されない場合には、当該支払金額のうち課
税されていない部分については、当該支払金額が支払われた
事業年度で損金算入できなくなります。支払人が支払い事業
年度に支払金額の課税されていない部分も損金算入している
場合には、クローバック条項が適用されます。改正法は2018年
1月1日以降に開始する事業年度から適用されます11。

外国関連当事者への支払利息の控除制限の新設
BEPS行動4で勧告されている支払利息控除制限ルールを実
施する取り組みとして、外国関連当事者への支払利息の損金算
入が制限されます。

新規則は、外国関連当事者と取引する、金融・保険業以外の（外
国法人の韓国支店を含む）内国法人に適用されます。内国法人
は調整課税所得金額の最大30%まで純支払利息12を損金に算
入することができるようになります13。

内国法人は、新支払利息控除制限ルール又は既存の負債・資本
比率2：1というセーフハーバールールのうち、損金否認される
金額が大きくなる算出方法を使用しなければなりません。新規 
則は、2019年1月1日以降に開始する事業年度から適用され 
ます。

巻末注
1. 2017年8月18日付EYグローバルタックスアラート「韓国、2017年の税制改正法案を公表（Korea announces 2017 tax reform 

proposals）」を参照。
2. 2015年12月15日付EYグローバルタックスアラート「韓国の2016年税制改正法が成立（Korea enacts 2016 tax reform bill）」

及び2015年8月25日付EYグローバルタックスアラート「韓国政府、2015年税制改正法案を公表（Korean Government releases 
2015 tax reform proposals）」を参照。

3. 2014年12月29日付EYグローバルタックスアラート「韓国の2015年税制改正法が成立（Korea enacts 2015 tax reform proposals）」 
及び2014年8月27日付EYグローバルタックスアラート「韓国、2015年税制改正法案を公表（Korea announces 2015 tax reform 
proposals）」を参照。

4. 企業合併や企業分割の登記日の1カ月前に測定。
5. 巻末注4と同様。
6. 巻末注4と同様。
7. 本規定は施行令の改正であり、同改正令は2018年2月に施行される見込みである。
8. 国際取引情報統合報告書はマスターファイル、ローカルファイル及び国別報告書から成っている。
9. 本規定は施行令の改正であり、同改正令は2018年2月に施行される見込みである。
10. ハイブリッド金融商品は、負債の特徴と資本の特徴の両方を併せ持つ金融商品であり、例えば、利益参加型社債（participating 

bonds）のように、ある税務管轄区域では負債として取り扱われる一方で、別の税務管轄区域では資本（株式）として取り扱われる。
11. 追加の指針が施行令に規定される予定であり、同改正令は2018年2月に施行される見込みである。
12. 純支払利息とは、外国関連当事者への利子支払額から外国関連当事者からの利子受取金額を差し引いた金額である。
13. 調整課税所得とは、繰越欠損金控除後の課税所得＋減価償却控除額＋純支払利息控除額である。
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